
千葉県入院者訪問支援
事業について

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課
R８.1.27千葉県地方精神保健福祉審議会

資料２



令和７年度千葉県入院者訪問支援
事業概要

実施体制

実施主体 千葉県
委託先 社会福祉法人ロザリオの聖母会

地域生活支援センター友の家

周知方法

リーフレットを作成し、
病院職員を通じて対象者
に配布する。また、医療
保護入院の同意を行った
市町村の職員が面会する
際に、本事業を紹介する。

支援対象者

千葉県内の精神科病院に入院中で、以下の
①又は②のうち本事業による訪問を希望す
る者

①市町村長同意の医療保護入院者
②地域の実情を踏まえ①と同様な支援が必
要と思われる者

※千葉市長同意の医療保護入院者への訪問は千葉
市が実施予定

根拠法令

精神保健福祉法
第３５条の２



令和７年度千葉県入院者訪問支援
事業概要

時間・回数

３０分～１時間程度 １人あたり２回

訪問支援員

養成研修修了者から千葉県が選任した者
病院・対象者に利害関係のない第三者の立場の者を派遣

派遣調整【委託】

入院患者や病院職員からの依頼を受け、訪問する訪問支援員の
人選、日程調整及び報告等の管理を行う。

協議の場の設置【一部委託】

①推進会議（県） ②実務者会議（委託）

訪問支援員養成及びフォローアップ研修

各１回実施



訪問支援員について

42

15

2 2
訪問支援員属性（人）

専門職 42人 ピア 15人 専門職・ピア 2人 精神保健ボランティア 2人

現在61名を選任
（今後今年度養成研修
修了者19名を順次選任
の予定）



活動可能な訪問支援員の分布
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※訪問支援員の活動
エリア重複あり



千葉県の会議体について

【実施主体】千葉県
【会 議 体】千葉県総合支援協議会精神障害者地域生活支援

専門部会
【構 成 員】当事者会、家族会、精神科病院協会、精神障害者自立支援

事業協会、精神障がい者地域活動支援事業所協議会、作業療法士会、障
害者就業・生活支援センター、精神保健福祉士協会、看護協会、精神保
健福祉協議会、市役所、委託事業者、総合救急災害医療センター、精神
保健福祉センター、県

推進会議

【実施主体】友の家
【構 成 員】精神科病院、精神保健福祉士協会、市役所、保健所、訪問
支援員（当事者や専門職）、委託事業者、精神保健福祉センター、県

【オブザーバー】精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進
事業の圏域コーディネーター

実務者会議



令和７年度活動実績（予定含む）

研修

•訪問支援員向け顔合わせ（対面及びZOOM）令和7年6月30日、8月6日
•訪問支援員養成研修 修了者19名・令和7年12月22日
•訪問支援員フォローアップ研修 令和8年2月25日

周知

•市町村担当者向け説明会、医療機関向け説明会 令和7年8月25日
•日本精神科病院協会千葉県支部、病院長会議、看護部長会、精神保健
福祉士協会、自立支援事業協会、にも包括会議等にて事業説明

•リーフレット送付 各精神科病院、市町村担当者、にも包括事業所、
保健所

会議体
•推進会議実施 年2回 令和7年7月22日、令和8年2月4日
•実務者会議実施 年2回 令和7年10月27日、令和8年2月25日



訪問支援状況
（令和7年8月から電話受付、9月から派遣開始）

電話受付

•毎週火曜日13時から17時 専用電話で受付

•訪問希望者や本人からの依頼により支援者からの受付も可能

•問合せ件数 合計20件（訪問希望10件、その他問合せ等10件）

派遣調整

•事務局が連絡調整の上、訪問支援員を派遣

•訪問前後で事務局がフォローアップの連絡（訪問支援員や必要時
受け入れ医療機関）

•訪問支援実施数：9件（専門職ペア7件、ピア・専門職ペア2件）

•訪問病院数：7病院

GFEDCBA病院

１１１１１２２件数

（令和7年9月1日から同年12月末まで）



今後のスケジュール（R7年度予定）
令和8年

1月ー3月10月ー12月7月ー9月
令和7年

6月

周知等

訪問支援員
派遣

研修実施

会議開催

にも包括実務者会議・代表者会議等で周知

病院・市町村
担当者向け説明

病院窓口
等調査

８月より電話窓口開設 ９月より派遣実施

フォロー
アップ養成

にも包括ｺｰﾃﾞｨ
ﾈｰﾀｰ打合せ 実務者 実務者

推進 推進
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ﾘｰﾌﾚｯﾄ作成・配布






